
苫⼩牧市スポーツ都市宣⾔６０周年記念 

出光北海道 第４３回とまこまいマラソン大会 
 

１．主  催  苫小牧市・公益財団法人苫小牧市スポーツ協会 

２．共  催  苫小牧陸上競技協会 

３．主  管  とまこまいマラソン大会実行委員会 

４．後  援  苫小牧商工会議所・一般社団法人苫小牧観光協会・一般社団法人苫小牧青年会議所 

苫小牧市 MICE 誘致推進協議会・株式会社苫東 

５．協  力  苫小牧市スポーツ推進委員会・苫小牧救急法赤十字奉仕団・勇払商工振興会・勇払自治会 

６．期  日  令和８年６月２８日（日） 

７．主 会 場  苫小牧市立勇払中学校 

８．コ ― ス  コース詳細は別紙をご確認ください 

  ９．種  目  ●ハーフ（定員：７００名） 

男子 １０・２０歳代（高校生以上）／３０歳代／４０歳代／５０歳代／６０歳以上 

女子 １０・２０歳代（高校生以上）／３０歳代／４０歳代／５０歳以上 

●１０km（定員：５００名） 

男子 １０・２０歳代（中学生以上）／３０歳代／４０歳代／５０歳代／６０歳以上 

女子 １０・２０歳代（中学生以上）／３０歳代／４０歳代／５０歳以上 

●２km ファンラン（定員：５００名） 

どなたでも参加可能。表彰は行わない。 

 １０．参 加 料  市外の方：ハーフ：５，５００円 １０km：４，０００円 ファンラン：２，０００円 

          市内の方：ハーフ：４，５００円 １０km：３，０００円 ファンラン：１，５００円 

 １１．競技規則  本大会は日本陸上競技連盟公認大会ではありません。とまこまいマラソン大会競技規則 

をもって開催 

 １２．競技方法  とまこまいマラソン大会競技規則に沿って実施 

 １３．日  程   ９：００ 参加者受付開始 

          １１：２５ オープニングセレモニー 

          １１：３０ ハーフマラソンスタート 

          １１：４０ １０km マラソンスタート 

          １１：５０ ２ｋｍファンランスタート 

１４．制限時間  とまこまいマラソン大会競技規則に記載 

 １５．申込方法  インターネット（パソコン／スマートフォン）でのエントリー 

          ※エントリーには、RUNNET の会員登録（無料）が必要です。 

 １６．申込期間  令和８年３月１５日～４月３０日 

 １７．参加通知  ６月中旬に発送 ※ゼッケン、記念品等は当日受付にてお渡しとなります 

 １８．完 走 証  ゴール後に直接お渡しいたします 

 １９．記録計測  ビブタグ（ナンバーカード装着自動記録計測使い捨てチップ）を使用して記録計測を実施 

 ２０．給 水 所  水、スポーツドリンクをご用意 

※設置場所はとまこまいマラソン大会競技規則に記載 

 ２１．表  彰  各種目１位～３位までを入賞とします。※ファンランは表彰無し 

 ２２．参 加 賞  オリジナルタオル、ホッキごはん、カレーラーメン半額クーポン 

 ２３．救  護  北海道救急リリーフによる救護体制 

 
 
 
 
 
 
 





とまこまいマラソン大会申込規約 

 

 

大会申込者は下記の申込規約に同意のうえ、お申込みください 

 

１．当大会のエントリーは「先着順」です。お申し込みが定員に達した時点でエントリー受付を終了いたします 

２．自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません 

３．地震・風水害・事件・事故・疾病等による中止の場合、参加料返金はいたしません 

４．参加者は、心疾患・疾病等なく健康に注意し、十分なトレーニングをして大会に臨むものとします。傷病事 

  故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します 

５．参加者は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示にち 

  に従います。また、その他、主催者の安全管理、大会運営上の指示に従います 

６．参加者は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることの異議を問いません。また、その方法、 

  経過等について、主催者の責任を問いません 

７．参加者は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行わない 

  ものとします 

８．大会開催中の事故、傷病への補償は本大会が加入した保険の範囲内であることを了承します 

９．参加者の家族、保護者（参加者が未成年の場合）、またはチームメンバー（代表者エントリーの場合）は、本 

  大会への参加を承諾しているものとみなします 

１０．年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）は認めません。それらが発覚した場合、参 

  加者は出場・表彰の取り消し、次回以降の資格はく奪、主催者の決定に従うものとし、虚偽申告・代理出走 

  者に対する救護・返金等の一切の責任を負わないことを了承するものとします 

１１．大会の映像・写真・記事・記録等において、氏名、所属（会社名、学校名等）、住所（都道府県または市町 

  村名）、肖像権等の個人情報が、新聞・テレビ・雑誌・インターネット・次回大会のポスター・パンフレット 

  等に掲載、利用されることを承諾します。また、その掲載権、使用権、肖像権は主催者に属します 

１２．主催者が許可するカメラマンが撮影し、インターネットにおいて写真の掲載を行うことがあります 

１３．主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者個人の情報を取扱います。なお、詳細については、下記 

  の『個人情報の取扱いについて』をご覧ください 

１４．申込時の「所属名」については、大会プログラム（WEB 上でのみ閲覧可）・ＨＰ等に掲載されます。また、 

記入に際し、広報・宣伝を目的とした名称や公序良俗に反する名称、個人名称などで大会主催者が適切で 

ないと判断したものは、削除する場合がございます 

 

◎個人情報の取扱いについて 

  主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守するとともに、主 

  催者の個人情報保護方針に基づき個人情報を取り扱います。また、大会参加者の皆様の個人情報は、サービ 

  スの向上を目的とし、次のとおり利用します 

①参加案内の発送 

 ②大会プログラム（WEB上でのみ閲覧可）・ＨＰ等への氏名・所属・記録等の掲載 

 



とまこまいマラソン大会競技規則 
 

第１章 総 則 

(目的) 

第 1 条 この競技規則は、競技運営するにあたりとまこまいマラソン大会実行委員会（以下「実行委員

会」という。）が決定した大会要項に基づき、必要な事項を定める。 

 

(会場) 

第２条 会場は、苫小牧市立勇払小・中学校周辺（北海道苫小牧市勇払１３２）を主会場とする。 

 

(コース) 

第３条 会場を含めた勇払・苫東地区の周回コース及び折り返しコースとする。 

2 競技者は係員の誘導指示に従い、車道の左側を走ることを基本とする。ただし、道路状況や緊急時な

どやむをえない事情がある場合はこの限りではない。 

3 コースの測定は主催者が委託する業者により行うが、公認コース申請を行うものではない。 

4 コース上の鉄道踏切が万が一、閉鎖状態になった場合は競技続行不可と判断し、競技中止とする。 

 

(種目) 

第４条 種目は、２ｋｍ（ファンラン）、１０ｋｍ、ハーフマラソンとする。 

 

(集合時間ならびにスタート) 

第５条 各種目のスタート場所への集合は、スタート時間１５分前までに自主集合とする。 

2 最終車随行後の選手のスタートは認めない。 

3 最終出場確認はスタート地点に用意されたスタートライン通過とする。 

 

(制限時間) 

第６条 制限時間は、ハーフマラソンのみ適用し、スタート時間から２時間４５分とする。 

2 関門の場所及び制限時間については、ハーフマラソンのみ適用し、５ｋｍ地点を４０分、１０ｋｍ 

地点を１時間２０分、１５ｋｍ地点を２時間、１８．１ｋｍ地点を２時間２５分とする。 

3 同条１項又は２項の制限時間を越えた競技者は、直ちに競技を終了しなければならない。 

 

(服装) 

第７条 競技者は、公序良俗に反しないようにデザインされ仕立てられた服装を着用しなければならな

い。また、他の競技者や審判員の判定に妨げになるような服装を着用してはならない。 

2 政治的、宗教的又は思想的な啓蒙活動を目的とした服装を着用してはならない。  

3 大会側が用意するナンバーカードを胸にはっきり見えるようにつけなければならない。ナンバー 

 カードは、配布された形で着用しなければならず、切ったり折り畳んだり、数字を見えなくするなど 

 の加工をしてはならない。 

 

(失格) 

第８条 次に掲げる不正行為を行った競技者は失格とする。 

(1) 虚偽の申込みにより参加した競技者。 

(2) 申込者と別人が参加した競技者。 

(3) スタート時間にスタートラインよりも内側に並んでいない競技者。 

(4) 参加する種目のスタート時間に、スタートラインを超えてコース上にいる競技者。 

(5) コースをはずれ距離を短くした競技者。 

(6) 使用者に不正利益を与える靴及び身体能力を向上させる器具（保護あるいは医療目的で、実行委 

  員会が判断した身体保護具を除く。）等、有利さを使用者に提供する装置を使用した競技者。 

(7) 他の競技者に対し、明らかな妨害行為を行った競技者。 

(8) 単に政治的、宗教的又は思想的な啓蒙活動を目的とした参加をする競技者。 

(9) その他実行委員会の判断により、公序良俗に反し競技にふさわしくない行為を行った競技者。 

 

(記録計測) 

第９条 記録計測は、着順・タイム自動判定システムを採用する。なお、着順はフィニッシュラインを 



服や靴紐等に付けた計測用タグが通過した順により判定する。 

 

(距離表示) 

第１０条 距離表示は、各コースともに１ｋｍ毎に設置する。また、ハーフマラソンは「中間点」を設置 

する。 

 

(給水所) 

第１１条 給水所は、ハーフマラソンの部は３㎞、６㎞、９㎞、１２㎞、１５㎞、１８㎞付近、ゴール後

に設ける。（スペシャルドリンクは受け付けない） １０㎞の部は３㎞、６㎞、９㎞付近、ゴール後に設

ける。２㎞ファンランの部は１㎞付近、ゴール後に設ける。 

 

(伴走者) 

第１２条 障がいのある方で単独走行が困難な方は伴走者を 1 人付けることができる。 この際に障が

いの種別は問わない。 (走行中における伴走者の動き)  

(1) いかなる場合も伴走者は競技者を引っ張り、押して前進させるといった推進を助けるようなことを

してはならない。  

(2) フィニッシュでは競技者が先にフィニッシュラインを越えなくてはならない。 同時もしくは伴走

者が先着した場合は失格とする。 (ガイドロープ)※ランナーが視覚障がい者または盲ろう者の場合に

適用  

(3) 競技者と伴走者はガイドロープを使用しなければならない。  

(4) ガイドロープの長さは５０ｃｍ以内とする。  

(5) ガイドロープは手か腕でつながれていなくてはならない。 

(6) 原則同時に走行できるのは 1人までとする。  

(7) 同時に２人の伴走を希望する場合(ランナーが視覚障がい者または盲ろう者の場合に限る)、 事前

に主催者へ申請すること。主催者への申請がなければ２人同時の走行は認めない。 (途中での交代)  

(8) 途中での交代を行う場合、事前に主催者に申請すること。主催者への申請がなければ 途中での交

代は認めない。  

(9) 交代する伴走者は、道路規制開始の時間までに交代地点へ自力で到着しておくこと。  

(10)同時に伴走者が１人走行し、かつランナーが視覚障がい者である場合のみ申請できる。 さらに競

技規則を遵守している事を必須とする。  

(11)同時に伴走者が２人走行する場合は申請できない。 

 

(その他) 

第１３条 その他については、実行委員会の判断により実施する。  

 

第２章 競技役員等 

(競技役員等) 

第１４条 実行委員会は、次の競技役員等（競技役員・競技運営職員・運営協力員）を設置することがで 

きる。ただし、役員とその数は原則的なもので、実行委員会の判断で変更することができる。 

2 各役員等に主任をおくことができる。 

3 役員等は、必要に応じ明瞭な服装又は印（ID 等）をつける。 

4 必要があれば補助員を設置してもよい。 

 

(総括) 

第１５条 総括は、競技全般に係る業務を統括する。総括は原則として、競技運営班である苫小牧陸上競 

技協会が担う。 

 

(総務) 

第１６条 総務は、次の業務を担うものとする。 

(1) 競技役員の集合状況の把握及び必要に応じた補充措置をする。 

(2) コース整備状況の把握及び競技用具の確認をする。 

(3) 競技進行状況を把握する。 

(4) 天候急変に対する措置をする。 

(5) 補助員の任務状況の把握をする。 

(6) 実行委員会及び審判長と連携し、抗議に対する措置を行う。 



(7) 危険防止の措置をする。 

(8) 競技中の情報収集をする。 

 

(総務員) 

第１７条 総務員は、次の業務を担うものとする。 

(1) 各競技役員の活動計画を作成する。 

(2) 競技役員、補助員の出欠状況の確認及びその補充をする。 

(3) 競技役員、補助員の集合解散の統制をする。 

(4) コース整備状況及び競技用具準備状況の確認をする。 

(5) 競技役員の配置状況を把握する。  

(6) 競技中における役員及び補助員の適正配置と活動状況を把握する。 

(7) 競技進行に関する事項並びにアナウンサーに連絡をする。 

(8) 競技役員間の連絡指示業務をする。 

(9) 場内整理について把握する。 

(10) 天候急変時の対策及び対応を行う。 

(11) 受付招集状況の確認をする。 

 

(審判長) 

第１８条 審判長は、次の業務を担うものとする。 

(1) 競技規則が遵守されているかを監視し、競技中の起こった技術的問題、ならびに競技規則に明らか 

  にされていない事項についても決定する。 

(2) 競技の順位決定について、その疑義ある順位あるいは審判員が決定し得ない順位に限り判定する。 

(3) 成績の問題点は、自動測定システム記録を優先し処理しなければならない。 

(4) 第６条の制限時間に従わない競技者を除外する権限を持つ。除外した場合、実行委員会に連絡をし 

  なければならない。 

(5) 第８条の不正行為をする競技者に警告を与え、競技から除外する権限を持つ。除外した場合、実行 

  委員会に連絡をしなければならない。 

(6) 競技運営に関する異議もしくは抗議を裁定する。 

 

(技術総務) 

第１９条 技術総務は、総務の直接指導の下で行動し、次の業務を担うものとする。 

(1) 任務内の必要事項を審判長と協議し、競技の円滑な進行を図る。 

(2) コース内の各種ライン及びコース方向表示を確認する。 

(3) コース全般の路面状況等が、競技に支障がないか確認する。 

(4) 使用する用器具等について委託業者と調整し、設置準備状況や担当者の使用要領等を確認指導する。 

(5) 交通規制等競技進行に支障がおよぶと予想される箇所の準備状況を点検する。 

(6) 総務及び審判長に対し各種目スタート１０分前の天候気象状況（特に気温・湿度）の報告を行う。 

(7) コース最終点検車の運行時に走路各関係役員（補助員を含む）に対し、必要により安全確保と誘導 

  要領を指導する。 

 

(役員係) 

第２０条 役員係は、次の業務を担うものとする。 

 (1) 競技役員の出欠及び集合状況の確認をする。 

 (2) その他、競技役員に対する事項（貸与・支給品、昼食、連絡調整等）を行う。 

 

(出発係) 

第２１条 出発係は、次の業務を担うものとする。 

(1) 競技者に表示看板に従った自主的な集合整列ができるように誘導する。 

(2) スタート地点に、他種目の出走者がいないか確認し、他種目の出走者がいる場合には整列から移動 

  させる。 

(3) 種目ごとにスタートさせた時刻を記録情報処理係に連絡する。 

(4) 不正スタートがないか監察し、不正スタートを確認した場合、ただちに審判長に連絡し、指示を受 

  け対処する。 

(5) スターターに対し、正確で円滑にその任をこなせるよう援助する。 

(6) スターターの位置は、全種目とも同じ場所とする。 



 

(スターター) 

第２２条 スターターは、次の業務を担うものとする。 

(1) スターターは、出発係の指示の下、各種目定時にスタートさせる。 

 

(固定監察) 

第２３条 固定監察は、次の業務を担うものとする。 

(1) 審判長の補佐として指示された地点で競技を厳重に監察し、競技者や他の人によって規則違反があ 

  ったり、妨害が発生したりした場合には、審判長にその内容を報告する。 

(2) 競技者が定められた走路を走っているか、他の助力を受けていないか、身体に異常を起こしている 

  者がいないか等の監察に努める。 

(3) 競技者が安全に競技できるよう、競技者へのコースの指示や走路の確保に努める。 

(4) 規則違反や問題が起こった場合は、審判長へ報告する。また、競技終了後、規則違反があった場所、 

  時間、内容を監察記録用紙に記入し審判長に提出する。  

(5) 競技途中棄権者の保護、競技継続危惧者の保護に関すること。（状況により、救急車及び救護担当

へ 

  の連絡を行う。） 

(6) 審判長の指示により、走者を規制誘導する。 

(7) 交差点部は、必ず固定監察員が立ち、競技者の適切な指導を行う。 

(8) 固定監察員の配置は、折り返し及び合流地点に２程度、幹線道路の交差点部に２名程度とし、その 

  他は１名を基本とする。 

 

 (選手誘導係) 

第２４条 選手誘導係は、次の業務を担うものとする。 

(1) 競技者の誘導を行う。 

 

第３章 補 則 

(委任) 

第２５条 この競技規則に定めのないものは、実行委員会の判断とする。 

 

 附 則 

この規則は、令和６年５月２９日から施行する。 
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